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   指定居宅サービス事業所等の移転の際における取扱いについて 

 このことについて、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）に基づき指定

された居宅サービス事業所（介護予防サービス事業所含む。）、居宅介護支援事業所、介護老人福

祉施設及び介護老人保健施設（以下「事業所等」という。）が、所在地を変更（移転）する場合に

は、法第７５条ほか関係規定に基づき、１０日以内に指定を受けた知事あてに変更届を提出しなけ

ればならないとされているところです（介護老人保健施設については、変更許可。)。 

 平成２４年４月、指定都市及び中核市への権限移譲により、札幌・旭川・函館市に事業所等の指

定等の権限が移譲されたところであり、本来、これらの３市と北海道が所管する区域間で事業所等

を移転する場合、指定権者が異なることから、移転先の区域を所管する市長（札幌市・旭川市また

は函館市長。以下「市長」という。）あるいは知事に新たに指定申請を行う必要が生じます。 

 しかしながら、これまで道内においては、当面の扱いとして、従来同様に変更届で処理を行うこ

ととしていたことなどから、今般、これを見直し、統一的な取扱いについて改めて整理することと

いたしました。 

 つきましては、今後、このような移転の事例が生じた場合には、移転先の区域を所管する市長へ

移転の可否について確認を行っていただいたうえで、移転前の事業所等所在地を所管する総合振興

局（振興局）に対し廃止届を提出し、移転先の区域を所管する市長あて新規指定申請を行い当該市

長より指定を受けて、サービスの提供を行うようお願いします。（この逆の場合も同様の取扱いと

します。） 

                     記 

１ 適用日 

    平成２７年４月１日 

  （但し、平成２７年４月１日以降に事業所等を移転する場合であっても、同年３月３１日以前

に事前協議等が必要ですので、留意願います。（２ 留意事項等（１）のとおり） 

２ 留意事項等 

（１）事前協議等について 

事業所等移転の事例が発生する場合には、事前に（概ね２ヶ月以上前までに）現在の事業所 

  等所在地の総合振興局（振興局）及び移転先の地域を所管する市役所担当課へ協議ください。 

   また、移転の１ヶ月前までには、現在の事業所等所在地の総合振興局（振興局）へ、法に基 

  づく廃止届を提出してください。 

なお、移転先でのサービスについては、移転先の市の基準に基づき審査を受け、指定されなけ

れば提供することができません。特に、施設整備に係るものなどは、必ず、図面を確定させる前

に、十分な余裕をもってご相談ください。介護老人福祉施設、介護老人保健施設は、市町村毎に

必要なサービス量を見込み、圏域毎に必要入所定員総数が定められていますので、上記によらず

構想段階でも移転先の市に手続きをご確認ください。 

 【参考例】 北斗市内に所在する事業所等が、函館市内に移転する場合。 

＜北斗市内＞  
 

＜函館市内＞  
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・北海道知事（渡島振興局）あて事前協議（概ね２ヵ月前） 

 ・移転の１ヶ月前までに廃止届を提出。  

・函館市へ事前協議。（道の協議と並行して行う） 

・協議のうえ函館市長あて指定申請所提出。 

 

  



  
     ＜平成２７年５月１日に事業所を北斗市内から函館市内へ移転する場合の手続スケジュールの例＞ 

 
平成２７年２月～ 

 
 

 
～平成２７年４月１日 

 
 

 
平成２７年５月１日 

    
    
 
 

 
 

 
 

 
 

 
○移転計画の事前相談 

※事業所現在地所管の渡島振興局及び移転先所在地

 所管の函館市保健福祉部指導監査課へ（概ね２ヶ

月以上前から） 

 
 

 

 

 

 
○この日までに渡島振興局へ廃止届

提出（移転の１ヶ月前まで） 

 

 
 

 

 

 

 
○函館市長より事業者指定 

○事業所移転 

 

  
  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
○ 函館市保健福祉部指導監査課へ時期・内容等

確認のうえ指定申請手続き 
 

   ※ 上記のスケジュールはあくまで一例です。実際の移転にあたっては、現在の事業所等所在地及び移転先 

    の地域を所管する総合振興局（振興局）及び市役所担当課と協議願います。 

 
 
（２）札幌市・旭川市における手数料の徴収について   

      札幌市は平成２５年４月から、旭川市は平成２６年７月から、事業所等の新規指定・更新に 

  対し手数料の徴収を行っています。 

   この２市に移転する場合には、手数料が発生しますので、ご了知願います。 

   

   （参考）札幌市・旭川市事業所等手数料の概要 

 札幌市 旭川市 

  居宅サービス事業所   

     （新規） 

     （更新） 

 20,000円（通所系25,000円） 

 10,000円 

 20,000円（通所系25,000円） 

 10,000円 

  介護老人福祉施設    

     （新規） 

   （更新） 

 45,000円 

  25,000円 

 45,000円 

 25,000円 

  介護老人保健施設   

     （新規） 

     （更新） 

     （変更） 

  63,000円 

  25,000円 

  33,000円 

 69,300円 

 25,000円 

 37,200円 

                      

     ※ 介護老人保健施設は、従来から、移転により敷地・構造概要に変更がある場合は、届出では 

    なく変更許可事項ですが、政令市・中核市が絡む移転の際は、廃止・新規申請の手続きとなり 

    ます。 
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